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【問】 正誤をつけよ。 

Ａが、所有する甲土地の売却に関する代理権をＢに授与し、ＢがＣとの間で、Ａを売主、Ｃを

買主とする甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した。Ｂが売買

代金を着服する意図で本件契約を締結し、Ｃが本件契約の締結時点でこのことを知っていた

場合であっても、本件契約の効果はＡに帰属する。 

 

 

 

 

 

 

【答え】 誤り 

 

 ≪ポイント≫ 代理権の濫用 

代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合におい

て、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない

者がした行為とみなす。 （民法 107 条） 

 

 

 

 

 


